
風水害で被害を受けた方へ 
風水害などで被害を受けた方は、り災証明書を区役所等の担当窓口に提出するなどにより、次のような救済・支援制度
等を受けることができます。詳しくは担当窓口へお問合せください。 

 
項目 担当課 電話番号 対象 内容 手続き 

 

り災証明書 
 

戸籍課 
総務課 

 

341-1115 

341-1225 

り災証明書は、自然災害 

によって生じた被害（家屋
の損壊や床上浸水等）に関
する証明書です 

災害により受けた被
害程度が記入された
証明書です 

 
申請の際は事前にお問合せく
ださい。 

≪南区役所で手続きするもの≫ 

項目 担当課 電話番号 対象 内容 手続き 窓口 
 
固定資産税・ 
都市計画税 

（土地・家屋） 
の減免 
※償却資産に
ついては裏面 

税務課 
家屋担当 341-1163 

家屋等の損害が1/10以上  

 
 
 
被害の程度に応じて
税額が減免される場
合があります 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

詳しくは担当窓
口へお問合せく
ださい 

３階31番 
 

税務課 
土地担当 341-1161 

地すべり・がけ崩れ等によ 
り損害を受けた方 

農地で年間収穫高が2/10 
以上減少した方 

市県民税
の減免 

税務課 
市民税担当 341-1157 

住宅又は家財の滅失・き損
が3/10以上（所得等要件あ
り） 

３階33番 

市税の 
徴収猶予 

税務課 
収納担当 341-1169 

一時に納付・納入すること
が困難な方 

市税の徴収を猶予さ
れる場合があります ３階34番 

国民健康保険
料・介護保険
料・後期高齢
者医療保険料
の減免 

 

 

 

 

 

 

 

 

保険年金課
保険係 

341-1126 

 
・家屋等の資産が20％以上
の被害を受けた方 
・床上浸水 

 
保険料が減免される
場合があります 

２階18番 
国民健康保険
料・介護保険
料・後期高齢
者医療保険料
の徴収猶予 

 

一時に納付・納入すること
が困難な方 

 
保険料の徴収が猶
予される場合があり
ます 

介護保険料の
利用者負担額
の減免 

 

半壊半焼以上 
利用者負担額が減
免される場合があり
ます 

国民健康保険
の一部負担金
の減免 

341-1128 

 

半壊半焼以上 
 
 

入院時の一部負担
金が減免される場合
があります 

２階19番 
後期高齢者医
療の一部負担
金の減免 

住宅等の財産の損害額が 

その価値の３/10以上で、か

つ世帯収入が一定以下の場
合等 

 
国民年金 
保険料の免除 

 
保険年金課
国民年金係 341-1129 

 
財産価格のおおむね１／２ 
以上の損害 

災害により住宅、家 

財、その他の財産に
損害を受けた時に保
険料が減免される場
合があります 

２階20番 

障害福祉サー
ビスの利用者
負担額を一定
期間免除 

高齢・障害支
援課 
障害者支援
担当 

341-1141 

 

半焼・半壊以上の損害を受
けた世帯に属する支給決
定障害者等 

 

利用者負担額が一
定期間減免される場
合があります 

２階23番 

保育所保育料
の減免 

こども家庭
支援課 341-1149 

 

半焼・半壊以上、床上浸水 
保育料が一定期間、
免除される場合があ
ります 

２階25番 

消毒の支援 生活衛生課
環境衛生係 341-1192 床上・床下浸水した世帯 消毒方法の説明等 ４階43番 



≪その他官公庁で取り扱うもの≫ 

項目 担当課 電話番号 対象 内容 手続き 
 

一般廃棄物処
理手数料の減
免 

 

 
資源循環局
南事務所 

 

 
741-3077 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自然災害等 

火災等により生じた
廃棄物を被災者自ら
施設に搬入する場合
、廃棄物処理手数料
のみを減免できる場
合があります 

事前に申請手続きが必要
です。（罹災日から90日以
内）申請の際に罹災証明
書を添付してください 

 
 

市営住宅の
一時使用 

 

建築局 
市営住宅課 

 

 

671-2923 

災害により住宅を
失った方に対して、
緊急的に市営住宅
の一時使用を許可
することができる場
合があります。 

 

罹災証明書・住民票が必
要です。詳しくは担当窓
口へお問合せください 

 
水道料金等基
本料金相当額
減免 

 
水道局
中村 
水道事務所 

 
お客さま
サービス
センター 
847-6262 

風水害等により被害

が発生したときは水

道料金等基本料金相

当額の減免を受けら

れる場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

詳しくは担当窓口へお問
合せください 

中小企業の経
営に関する相
談 

 
経済局
金融課 

 
662-6631 

中小企業の経営に
関する相談をお受け
します 

固定資産税 

（償却資産）の
減免 

 
財政局償却
資産課 

 
671-4384 

被害の程度に応じて
税額が減免される場
合があります 

 

雑損控除 
（災害減免） 

 
横浜南
税務署 

 
789-3731㈹ 

所得税の全部また 
は一部について軽減
される場合がありま
す 

県税の軽減 

（個人事業税・
不動産取得 
税） 

 
戸塚県税事
務所 

 
881-3911㈹ 

 
納税の猶予などがで
きる場合があります 

 
自動車税
の軽減 

 
県自動車税
管理事務所 

 
 

716-2111㈹ 

自動車が災害で損
害を受け運行不能に
なった場合に自動車
税が軽減される場合
があります 

その他（見舞金等） 
項目 担当課 電話番号 対象 内容 手続き 窓口 

 

 
 

見舞金等 

 

福祉保健課 
 

341-1182 
 

 

 

自然災害等 

 
一定の被害を受けた
方（被害の状況を調
査し、対象者を認 
定）には、見舞金等
をお渡しします 

詳しくは担当窓

口へお問合せく 

ださい  
４階 
42番 

南区社会
福祉協議
会 

 
260-2510 

区役所の調査を踏まえて

交付しますので、南区役所

福祉保健課にお問い合わ

せください 

 

 
生活福祉資金
貸付 

 
 

南区社会
福祉協議
会 

 

 
260-2510 

 

低所得世帯 
（収入基準あり） 

災害で住居、家財、
生活用品を失った場
合に資金貸付を行い
ます 
（貸付には審査があ
ります。） 

罹災から６か月以内に、罹

災証明書・必要経費の見

積書を添付し提出してくだ

さい。（収入基準や申込方

法については事前に担当

窓口におたずねください。

） 
令和６年２月作成 
南区役所総務課庶務係防災担当 

                                                  電 話 ３４１－１２２５ 


